
 

決  定  書 
 

異議申出人 

相模原市南区御園５丁目５番２０号 

大 槻 和 弘 

 

異議申出人の代理人 

横浜市港北区新横浜２丁目５番２６号 

新横浜ＳＳビル７０２号 妹尾法律事務所 

弁護士  妹 尾 孝 之 

 

上記異議申出人から平成２７年４月２７日付けをもって提起された同年４月１２日執行の

相模原市議会議員選挙南区選挙区（以下「本件選挙」という。）における当選の効力に関する

異議の申出について、相模原市選挙管理委員会（以下「当委員会」という。）は、次のとおり

決定する。 

 

主  文 

 

本件異議の申出を認容する。 

本件選挙における当選人小林丈人の当選は、これを無効とし、異議申出人大槻和弘を当選

人と決定する。 

 

異議の申出の要旨 

 

１ 異議の申出の趣旨 

異議申出人（以下「申出人」という。）は、本件選挙における最下位で当選人となった     

小林丈人（以下「当選候補者」という。）の当選を無効とし、次点である大槻和弘（以下     

「次点候補者」という。）を当選人とすることの決定を求める。 

２ 異議の申出の理由 

（１）本件選挙の開票事務に従事したとされる者から匿名により通報があり、開票作業に  

おいて、次点候補者に有効と思われる票が数票存在したが無効票と判断された。 

また、次点候補者の有効票と判断されるべき票が、同姓の候補者である大槻研（以下

「同姓候補者」という。）と数票按分された。当選候補者と次点候補者の票差は、僅か

０．６６１であり、通報の内容が事実であれば、次点候補者の得票数は当選候補者を   

数票上回り、次点候補者は当選人となる。 

（２）当委員会は、開票事務における内部からの通報であることを重視し、次点候補者と   

同姓候補者の按分とされた票及び２，４８７の無効票を開示し、公平かつ公正な手段に

よってそれぞれの票を点検し、次点候補者の得票数を再確定すべきである。 
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決定の理由 

 

当委員会は、申出書の要件を満たしていることから、本件異議の申出を受理し、申出人の

主張を厳正に、かつ、慎重に審理した。 

（１）相模原市南区選挙管理委員会（以下「南区委員会」という。）事務局から開票事務に

係る聞き取りを行うとともに書面による調査を実施した。合わせて、開票事務に従事  

した職員からも状況を確認した。 

その結果、申出人が主張する理由について事実確認はできなかったが、一部の投票

の開披再点検が必要であると判断した。 

（２）開披再点検の対象は、申出人が主張する無効票及び「大槻」の按分票に加え、按分

の基礎となる次点候補者と同姓候補者の有効票の計３種類、７，８８８票とした。 

１ 開披再点検における投票の効力判定について 

当委員会は、平成２７年５月２０日に南区委員会が保管する本件選挙の投票全てを職権

により提出を求め、申出人及び利害関係人、南区委員会の立会いのもと、投票用紙保存箱

の梱包及び封印に異常のないことを確認したうえで、開披再点検を行った。 

（１）再点検の対象とした７，８８８票を再計数した結果、無効票のうち白票の票数に    

ついて相模原市議会議員選挙南区選挙区選挙会（以下「選挙会」という。）で決定した

１，６８３票に対して１，６９１票あり、８票の増加があった。このため、平成２７年

４月１２日に開票された残り全ての投票を再計数し、選挙録と照合した結果、白票以外

に票数の相違はなかった。 

（２）「大槻」の按分票１２票の効力判定では、申出人が主張する次点候補者の有効票と   

判断されるべき票が、同姓候補者と数票按分されたとの事実は確認できなかった（別記

１「按分票一覧」参照）。 

（３）按分の基礎となる次点候補者と同姓候補者の有効票の効力判定においても、それぞ

れの有効票以外の票が混入する事実は、確認できなかった。 

（４）無効票については、その無効事由ごとに効力判定を行ったが、公職選挙法（以下「法」

という。）第６８条第１項第８号に規定する「公職の候補者の何人を記載したかを確認

できないもの」の票束の中に、次点候補者の有効票と判定できる投票が１票存在した 

（別記２「無効票から有効票に異動すべき投票」参照）。 

別記２の投票は「大つきか●ひ」と記載されており、氏は「大槻」と判断され、       

次点候補者及び同姓候補者と一致している。名は「か●ひ」との記載から次点候補者の

名である「かずひろ」の「か」と「ひ」が一致しているが、同姓候補者の名とは一致       

しない。 

また、他の候補者の名に類似するものはなく、投票全体の記載から別記２の投票は

「大槻かずひろ」候補の有効票と解するのが相当である。 

なお、選挙人の投票意思の判定においては、「候補者制度を採る選挙においては、   

選挙人は候補者に投票する意思をもって投票に記載したものと推定するべきである  

から、投票の記載が候補者氏名と一致しない投票であっても、その記載が候補者氏名の
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誤記と認められる限りは当該候補者に対する投票と認めるべきである。」（昭和３１年 

２月３日最高裁判決）とされており、その判例からも別記２の投票は次点候補者の有効

票となると判断される。 

（５）このことから、選挙会が確定した按分票を加える前の次点候補者の得票数         

３，２９６票は、当委員会がこの度有効票と決定した１票を加算することにより、     

３，２９７票となる。 

また、按分票についても同姓候補者の按分票数が４．６６０票から４．６５９票と

なり、次点候補者の按分票数は７．３３９票から７．３４０票となる。 

この結果、同姓候補者の得票数が２，０９７．６５９票、申出人である次点候補者

の得票数は、３，３０４．３４０票となり、選挙会決定の当選候補者の得票数である    

３，３０４票より０．３４０票上回ることとなる。 

なお、本件異議の申出に影響があるものではなかったが、無効票のうち白紙投票数

が選挙録記載より８票多いことが確認できたため、投票総数の１０２，２９８票を    

１０２，３０６票に改める。 

 

以上のとおり、次点候補者の得票数は当選候補者の得票数を上回ることから、本件選挙

の当選候補者の当選を無効とし、新たに次点候補者を当選人とする決定をするよう求める

主張には理由がある。 

よって、当委員会は主文のとおり決定する。 

 

 

平成２７年５月２５日 

 

相模原市選挙管理委員会 

委員長 井上 正明 

 

 

 

教  示 

 

この決定に不服のある者は、この決定書の交付を受けた日又は法第２１５条の規定に

よる告示の日から２１日以内に、文書で神奈川県選挙管理委員会に審査を申し立てる  

ことができる（法第２０６条第２項）。
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